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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲートライン及び前記ゲートラインと連結されたゲート電極を含むゲート配線が形成さ
れた基板上にゲート絶縁膜及び活性層を順次に形成する段階と、
　前記活性層上に第１金属層、第２金属層、及び第３金属層が連続して積層されたデータ
用金属膜を形成する段階と、
　前記データ用金属膜上にチャンネル形成領域に対応する部分が前記チャンネル形成領域
以外に対応する部分に対して相対的に薄い厚みを有する第１フォトレジストパターンを形
成する段階と、
　前記第１フォトレジストパターンを利用して前記第３金属層をドライエッチングする段
階と、
　前記第１フォトレジストパターンを利用して前記第２金属層及び前記第１金属層を同時
にドライエッチングし、前記活性層が備えるオーミックコンタクト層を露出させ、データ
ラインを形成する段階と、
　前記第１フォトレジストパターンを利用して前記活性層をドライエッチングする段階と
、
　前記第１フォトレジストパターンをエッチングして前記チャンネル形成領域に対応する
部分が除去された第２フォトレジストパターンを形成する段階と、
　前記第２フォトレジストパターンを利用して前記データ用金属膜の前記チャンネル形成
領域をドライエッチングして前記データラインと連結されたソース電極及び前記ソース電
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極と離隔したドレイン電極を形成する段階と、
　を含むことを特徴とする薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項２】
　前記第１金属層はモリブデンを含み、前記第２金属層はアルミニウムを含み、前記第３
金属層はモリブデンを含むことを特徴とする請求項１記載の薄膜トランジスタ基板の製造
方法。
【請求項３】
　前記第１フォトレジストパターンを利用して前記第２金属層及び前記第１金属層を同時
にドライエッチングする段階は、三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスを
利用して進行することを特徴とする請求項１または２記載の薄膜トランジスタ基板の製造
方法。
【請求項４】
　前記三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）ガスと前記塩素（Ｃｌ２）ガスの組成比は１：１～１：
５であることを特徴とする請求項３記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項５】
　前記第２フォトレジストパターンを利用して前記データ用金属膜の前記チャンネル形成
領域をドライエッチングする段階は、
　前記第２フォトレジストパターンを利用して前記第３金属層をドライエッチングする段
階と、
　前記第２フォトレジストパターンを利用して前記第２金属層及び前記第１金属層を同時
にドライエッチングする段階と、
　を含むことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の薄膜トランジスタ基板の製
造方法。
【請求項６】
　前記活性層は、非晶質シリコンからなるチャンネル層及びイオンがドーピングされた非
晶質シリコンからなるオーミックコンタクト層を含み、
　前記ソース電極及びドレイン電極を形成する段階後に、前記第２フォトレジストパター
ンを利用して前記チャンネル形成領域の前記オーミックコンタクト層を除去して薄膜トラ
ンジスタを形成する段階を更に含むことを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の
薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項７】
　前記薄膜トランジスタが形成された基板上に保護膜を形成する段階と、
　前記保護膜上に前記ドレイン電極と電気的に連結される画素電極を形成する段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項６記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項８】
　ゲートライン及び前記ゲートラインと連結されたゲート電極を含むゲート配線が形成さ
れた基板上にゲート絶縁膜及び活性層を順次に形成する段階と、
　前記活性層上に第１金属層、第２金属層、及び第３金属層が連続して積層されたデータ
用金属膜を形成する段階と、
　前記データ用金属膜上にチャンネル形成領域に対応する部分が前記チャンネル形成領域
以外に対応する部分に対して相対的に薄い厚みを有するフォトレジストパターンを形成す
る段階と、
　前記フォトレジストパターンを利用して前記第３金属層をドライエッチングする段階と
、
　前記フォトレジストパターンを利用して前記第２金属層をドライエッチングする段階と
、
　前記フォトレジストパターンを利用して前記第１金属層及び前記活性層を同時にドライ
エッチングして、前記ゲート絶縁膜を露出させるとともに前記チャンネル形成領域に対応
する部分をオープンしてデータラインを形成する段階と、
　前記フォトレジストパターンを利用して前記データ用金属膜の前記チャンネル形成領域
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をドライエッチングして前記データラインと連結されたソース電極及び前記ソース電極と
離隔したドレイン電極を形成する段階と、
　を含む薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項９】
　前記第１金属層はモリブデンを含み、前記第２金属層はアルミニウムを含み、前記第３
金属層はモリブデンを含むことを特徴とする請求項８記載の薄膜トランジスタ基板の製造
方法。
【請求項１０】
　前記フォトレジストパターンを利用して前記第１金属層及び前記活性層を同時にドライ
エッチングする段階は、フッ素（Ｆ）系列ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスを利用して進行する
ことを特徴とする請求項８または９記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記フッ素（Ｆ）系列ガスは、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスを含むことを特徴とする請
求項１０記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスと前記塩素（Ｃｌ２）ガスの組成比は、１：５～１：
７であることを特徴とする請求項１１記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記フォトレジストパターンを利用して前記第１金属層及び前記活性層を同時にドライ
エッチングする過程で前記チャンネル形成領域の前記第３金属層が同時にエッチングされ
ることを特徴とする請求項８から１２のいずれかに記載の薄膜トランジスタ基板の製造方
法。
【請求項１４】
　前記活性層は、非晶質シリコンからなるチャンネル層及びイオンがドーピングされた非
晶質シリコンからなるオーミックコンタクト層を含み、
　前記ソース電極及びドレイン電極を形成する段階後に、前記フォトレジストパターンを
利用して前記チャンネル形成領域の前記オーミックコンタクト層を除去して薄膜トランジ
スタを形成する段階を更に含むことを特徴とする請求項８から１３のいずれかに記載の薄
膜トランジスタ基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記薄膜トランジスタが形成された基板上に保護膜を形成する段階と、
　前記保護膜上に前記ドレイン電極と電気的に連結される画素電極を形成する段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１４記載の薄膜トランジスタ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薄膜トランジスタ基板の製造方法に関し、より詳細には製造工程を単純化させ
ることができる薄膜トランジスタ基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶表示装置は、薄膜トランジスタ及び画素電極が形成された薄膜トランジス
タ基板とカラーフィルタ及び共通電極が形成されたカラーフィルタ基板が液晶を挟んで結
合された構造を有する。
【０００３】
　薄膜トランジスタ基板を形成する工程は、マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を
通じて行われるが、最近では工程単純化のために４枚のマスクのみを使用する４枚マスク
工程が開発されたことがある。
【０００４】
　通常、４枚マスク工程ではデータ用金属層をエッチングすることにおいて、データライ
ンを形成するための１次エッチング段階とチャンネル形成領域をエッチングするための２
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次エッチング段階を進行することになる。
【０００５】
　既存の４枚マスク工程では、前記１次エッチング段階及び２次エッチング段階の全てに
ウェットエッチング工程を適用することにより、チャンネル幅の増加及び工程散布を減少
させるために配線幅を広くデザインしなければならないという問題が発生される。
【０００６】
　最近では、前記１次エッチング段階はウェットエッチング工程を使用し、２次エッチン
グ段階はドライエッチング工程を使用する製造工程が開発されたことがあるが、ウェット
エッチング工程とドライエッチング工程を全部使用することにより製造工程が複雑になり
、製造時間が増加されるという問題が発生する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明はこのような従来の問題点を解決するためのもので、本発明はドライエ
ッチング工程のみを利用して製造工程を単純化させることができる薄膜トランジスタ基板
の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一特徴による薄膜トランジスタ基板の製造方法によると、ゲートライン及び前
記ゲートラインと連結されたゲート電極を含むゲート配線が形成された基板上にゲート絶
縁膜及び活性層を順次に形成する。その後、前記活性層上に第１金属層、第２金属層、及
び第３金属層が連続して積層されたデータ用金属膜を形成する。その後、前記データ用金
属膜上にチャンネル形成領域に対応する部分が前記チャンネル形成領域以外に対応する部
分に対して相対的に薄い厚みを有する第１フォトレジストパターンを形成する。その後、
前記第１フォトレジストパターンを利用して前記第３金属層をドライエッチングする。そ
の後、前記第１フォトレジストパターンを利用して前記第２金属層及び前記第１金属層を
同時にドライエッチングし、前記活性層が備えるオーミックコンタクト層を露出させ、デ
ータラインを形成する。その後、前記第１フォトレジストパターンを利用して前記活性層
をドライエッチングする。その後、前記第１フォトレジストパターンをエッチングして前
記チャンネル形成領域に対応する部分を除去して第２フォトレジストパターンを形成する
。その後、前記第２フォトレジストパターンを利用して前記データ用金属膜の前記チャン
ネル形成領域をドライエッチングして前記データラインと連結されたソース電極及び前記
ソース電極と離隔したドレイン電極を形成する。
【０００９】
　前記第１金属層はモリブデンを含み、前記第２金属層はアルミニウムを含み、前記第３
金属層はモリブデンを含む。
【００１０】
　前記第１フォトレジストパターンを利用して前記第２金属層と前記第１金属層を同時に
ドライエッチングする工程は、三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスを利
用して進行される。この際、前記三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）ガスと前記塩素（Ｃｌ２）ガ
スの組成比は約１：１～１：５程度で構成される。
【００１１】
　前記第２フォトレジストパターンを利用して前記データ用金属膜の前記チャンネル形成
領域をドライエッチングする工程は、前記第２フォトレジストパターンを利用して前記第
３金属層をドライエッチングする工程と、前記第２フォトレジストパターンを利用して前
記第２金属層及び前記第１金属層を同時にドライエッチングする工程で進行されることが
できる。
【００１２】
　前記ソース電極及びドレイン電極を形成した後に、前記第２フォトレジストパターンを
利用して前記チャンネル形成領域のオーミックコンタクト層を除去して薄膜トランジスタ
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を形成する。
【００１３】
　その後、前記薄膜トランジスタが形成された基板上に保護膜を形成し、前記保護膜上に
前記ドレイン電極と電気的に連結される画素電極を形成する。
【００１４】
　本発明の他の特徴による薄膜トランジスタ基板の製造方法によると、ゲートライン及び
前記ゲートラインと連結されたゲート電極を含むゲート配線が形成された基板上にゲート
絶縁膜及び活性層を順次に形成する。その後、前記活性層上に第１金属層、第２金属層、
及び第３金属層が連続して積層されたデータ用金属膜を形成する。その後、前記データ用
金属膜上にチャンネル形成領域に対応する部分が前記チャンネル形成領域以外に対応する
部分に対して相対的に薄い厚みを有するフォトレジストパターンを形成する。その後、前
記フォトレジストパターンを利用して前記第３金属層をドライエッチングする。その後、
前記フォトレジストパターンを利用して前記第２金属層をドライエッチングする。その後
、前記フォトレジストパターンを利用して前記第１金属層及び前記活性層を同時にドライ
エッチングして、前記ゲート絶縁膜を露出させるとともに前記チャンネル形成領域に対応
する部分をオープンしてデータラインを形成する。その後、前記フォトレジストパターン
を利用して前記データ用金属膜の前記チャンネル形成領域をドライエッチングして前記デ
ータラインと連結されたソース電極及び前記ソース電極と離隔したドレイン電極を形成す
る。
【００１５】
　前記第１金属層はモリブデンを含み、前記第２金属層はアルミニウムを含み、前記第３
金属層はモリブデンを含む。
【００１６】
　前記フォトレジストパターンを利用して前記第１金属層及び前記活性層を同時にドライ
エッチングする工程は、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスを利用して進
行される。この際、前記六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスと前記塩素（Ｃｌ２）ガスの組成比
は、１：５～１：７程度で構成される。
【発明の効果】
【００１７】
　このような薄膜トランジスタ基板の製造方法によると、データラインを形成するための
１次エッチング工程とチャンネルを形成するための２次エッチング工程を全部ドライエッ
チング工程で進行することにより、ウェットエッチングによる問題点を解決し、製造工程
を単純化させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して、本発明による薄膜トランジスタ基板の製造方法をより詳細
に説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の実施例によって製造された薄膜トランジスタ基板を示す平面図で、図
２乃至図１１は、図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である
。ここで、図２乃至図１１は、図１のＩ－Ｉ’に沿って切断した場合の断面図である。
【００２０】
　図１及び図２を参照すると、基板１１０上にゲート用金属膜を形成した後、第１露光マ
スクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じて前記ゲート用金属膜をパターニングして
ゲートライン１２２及びゲートライン１２２と連結されたゲート電極１２４を含むゲート
配線１２０を形成する。前記ゲート用金属膜は、例えば、スパッタリング方法を通じて基
板１１０上に形成されることができる。
【００２１】
　基板１１０は、透明性絶縁基板、例えば、ガラス基板からなる。
【００２２】
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　ゲート配線１２０は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（
Ｃｒ）、タンタル（Ｔａ）、チタニウム（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）、銅（Ｃｕ）、銀
（Ａｇ）等の単一金属又はこれらの合金で形成されることができる。又、ゲート配線１２
０は、物理的性質の異なる２つ以上の金属層で形成されることができる。例えば、ゲート
配線１２０は低抵抗配線のために、アルミニウム（Ａｌ）とモリブデン（Ｍｏ）が積層さ
れたＡｌ／Ｍｏ二層膜構造で形成されることができる。
【００２３】
　ゲートライン１２２は、例えば、横方向に延長される。ゲート電極１２４はゲートライ
ン１２２と連結され、各画素（Ｐ）に形成されるスイッチング素子である薄膜トランジス
タＴＦＴのゲート端子を構成する。
【００２４】
　図３を参照すると、ゲート配線１２０が形成された基板１１０上にゲート絶縁膜１３０
及び活性層１４０を順次に形成する。ゲート絶縁膜１３０及び活性層１４０は、例えば、
プラズマ化学気相蒸着方法を通じて形成されることができる。
【００２５】
　ゲート絶縁膜１３０はゲート配線１２０を保護し、ゲート絶縁膜１３０の上部に形成さ
れるデータ用金属膜１５０等と絶縁させるための絶縁膜であって、例えば、窒化シリコン
（ＳｉＮｘ）又は酸化シリコン（ＳｉＯｘ）で形成され、ＣＶＤ工程を通じて約４５００
Åの厚みに形成される。
【００２６】
　活性層１４０は、チャンネル層１４２及びオーミックコンタクト層１４４を含む。例え
ば、チャンネル層１４２は、非晶質シリコン（以下、ａ－Ｓｉ）で形成され、オーミック
コンタクト層１４４は、ｎ型不純物が高濃度でドーピングされた非晶質シリコン（以下、
ｎ＋ａ－Ｓｉ）で形成されることができる。
【００２７】
　その後、活性層１４０上に第１金属層１５１、第２金属層１５２、及び第３金属層１５
３を連続して積層してデータ用金属膜１５０を形成する。例えば、第１金属層１５１はモ
リブデン（Ｍｏ）、第２金属層１５２はアルミニウム（Ａｌ）、第３金属層１５３はモリ
ブデン（Ｍｏ）で形成されることができる。従って、データ用金属膜１５０は、低抵抗配
線の形成のために、Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏ三層膜構造で形成される。データ用金属膜１５０は
、例えば、スパッタリング方法を通じて活性層１４０上に形成されることができる。
【００２８】
　図４を参照すると、データ用金属膜１５０上にフォトレジストを形成した後、スリット
マスク又はハーフトンマスク等の第２露光マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通
じて前記フォトレジストをパターニングして第１フォトレジストパターン１６０を形成す
る。前記フォトレジストは、例えば、露光された領域が現像液によって除去されるポジテ
ィブ型フォトレジストで形成される。
【００２９】
　第１フォトレジストパターン１６０は、チャンネル形成領域に対応する部分が前記チャ
ンネル形成領域以外に対応する部分に対して薄い厚みを有するように形成される。例えば
、第１フォトレジストパターン１６０のチャンネル形成領域に対応する部分は、約５００
０～８０００Åの厚みに形成される。
【００３０】
　図５を参照すると、第１フォトレジストパターン１６０をエッチングマスクとして利用
して、データ用金属膜１５０のうち、最も上部に形成された第３金属層１５３をドライエ
ッチングする。
【００３１】
　モリブデン（Ｍｏ）で形成された第３金属層１５３のドライエッチングのために、エッ
チングガスとしては六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスが主に使用される
ことができる。例えば、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスは約１：０．
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５～約１：１．５程度の組成比で混合され使用される。
【００３２】
　図１及び図６を参照すると、第１フォトレジストパターン１６０をエッチングマスクと
して利用して第２金属層１５２及び第１金属層１５１を同時にドライエッチングする。
【００３３】
　アルミニウム（Ａｌ）で形成された第２金属層１５２とモリブデン（Ｍｏ）で形成され
た第１金属層１５１を同時にドライエッチングするために、エッチングガスとしては三塩
化ホウ素（ＢＣｌ３）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスが主に使用されることができる。例えば
、三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスは約１：１～約１：５程度の組成
比で混合され使用される。アルミニウム（Ａｌ）で形成された第２金属層１５２のみをエ
ッチングする場合に対して三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）の組成比率を高めることにより、第
２金属層１５２と第１金属層１５１を同時にドライエッチングすることが可能になる。
【００３４】
　一方、第３金属層１５３、第２金属層１５２、及び第１金属層１５１をそれぞれドライ
エッチングする場合、チャンネル形成領域に位置するフォトレジストの残量不足によって
ドライエッチング途中に活性層１４０のチャンネル領域が開く現象が発生する。従って、
第２金属層１５２と第１金属層１５１を同時にドライエッチングすることにより、工程を
単純化させ、工程マージンを増加させてチャンネルが開く現象をある程度除去することが
できる。
【００３５】
　第１フォトレジストパターン１６０を利用したドライエッチング工程を通じて第３金属
層１５３、第２金属層１５２、及び第１金属層１５１のエッチングが完了されると、デー
タライン１５５とソース／ドレイン用金属パターン１５６のみが残ることになる。データ
ライン１５５は、例えば、ゲートライン１２２と交差する縦方向に延長される。
【００３６】
　図７を参照すると、第１フォトレジストパターン１６０をエッチングマスクとして利用
して活性層１４０をドライエッチングする。
【００３７】
　このように同じ第１フォトレジストパターン１６０を利用してデータ用金属膜１５０及
び活性層１４０をエッチングすることにより、残られる活性層１４０の外部輪郭は、デー
タライン１５５及びソース／ドレイン用金属パターン１５６の外部輪郭と実質的に一致す
るように形成される。
【００３８】
　図８を参照すると、酸素プラズマを利用したアッシング工程を通じて第１フォトレジス
トパターン１６０を一定厚みだけエッチングしてチャンネル形成領域に対応する部分が除
去された第２フォトレジストパターン１６２を形成する。これによって、チャンネル形成
領域に対応されるソース／ドレイン用金属パターン１５６が外部に露出される。
【００３９】
　図１及び図９を参照すると、第２フォトレジストパターン１６２をエッチングマスクと
して利用してソース／ドレイン用金属パターン１５６のチャンネル形成領域をドライエッ
チングする。
【００４０】
　第２フォトレジストパターン１６２を利用したドライエッチング工程は、前述した第１
フォトレジストパターン１６０を利用したドライエッチング工程と同様に、第３金属層１
５３を１次にドライエッチングし、第２金属層１５２及び第１金属層１５１を同時に２次
にドライエッチングする工程に進行されることができる。これと異なり、第２フォトレジ
ストパターン１６２を利用したドライエッチング工程は、第３金属層１５３、第２金属層
１５２、及び第１金属層１５１をそれぞれドライエッチングする工程に進行されることが
できる。
【００４１】
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　第２フォトレジストパターン１６２を利用したドライエッチング工程を通じてソース／
ドレイン用金属パターン１５６のチャンネル形成領域のエッチングが完了されると、ソー
ス電極１５７及びドレイン電極１５８が形成される。ソース電極１５７は、データライン
１５５と連結され薄膜トランジスタＴＦＴのソース端子を構成する。ドレイン電極１５８
は、ソース電極１５７と離隔して薄膜トランジスタＴＦＴのドレイン端子を構成する。
【００４２】
　その後、第２フォトレジストパターン１６２をエッチングマスクとして利用してチャン
ネル形成領域のオーミックコンタクト層１４４をエッチングする。これによって、ソース
電極１５７とドレイン電極１５８との間にはチャンネル層１４２が露出され薄膜トランジ
スタＴＦＴのチャンネル１５９が形成される。
【００４３】
　このように、第１、第２、及び第３金属層１５１、１５２、１５３で形成されたデータ
用金属膜１５０の全てのエッチング工程をドライエッチング工程で進行することにより、
ウェットエッチングによる配線幅増加等の問題点を改善し、製造工程をより単純化させる
ことができる。
【００４４】
　その後、データライン１５５、ソース電極１５７、及びドレイン電極１５８上に存在す
る第２フォトレジストパターン１６２を除去する。例えば、第２フォトレジストパターン
１６２は、ストリップ溶液を利用したストリップ工程を通じて除去される。これによって
、薄膜トランジスタＴＦＴの製造が完了される。
【００４５】
　図１及び図１０を参照すると、薄膜トランジスタＴＦＴが形成された基板１１０上に保
護膜１７０を形成する。保護膜１７０は、薄膜トランジスタＴＦＴ及びデータライン１５
５を保護して絶縁させるための絶縁膜であって、例えば、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）又は
酸化シリコン（ＳｉＯｘ）で形成され、ＣＶＤ工程を通じて約５００～２０００Åの厚み
に形成される。
【００４６】
　その後、第３露光マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じて保護膜１７０をパ
ターニングしてドレイン電極１５８の一部を露出させるコンタクトホール１７２を形成す
る。
【００４７】
　図１及び図１１を参照すると、保護膜１７０上に透明性導電膜を形成した後、第４露光
マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じて前記透明性導電膜をパターニングして
各画素（Ｐ）内に画素電極１８０を形成する。
【００４８】
　画素電極１８０は、保護膜１７０に形成されたコンタクトホール１７２を通じてドレイ
ン電極１５８と電気的に連結される。画素電極１８０は、例えば、インジウムジンクオキ
サイド（ＩＺＯ）又はインジウムティンオキサイド（ＩＴＯ）で形成される。
【００４９】
　一方、図示されていないが、画素電極１８０を形成する前に保護膜１７０上に平坦化の
ための有機絶縁膜を更に形成することができる。
【００５０】
　図１２乃至図１５は、他の実施例によるデータ用金属膜のエッチング過程を示す工程図
である。データ用金属膜を形成する過程までは、図２乃至図４に図示された工程図と同じ
なので、これらの図と関連する詳細な説明は省略する。
【００５１】
　図１２を参照すると、チャンネル形成領域に対応する部分が前記チャンネル形成領域以
外に対応する部分に対して相対的に薄い厚みを有するフォトレジストパターン１６０をエ
ッチングマスクとして利用して第３金属層１５３をドライエッチングする。
【００５２】
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　モリブデン（Ｍｏ）で形成された第３金属層１５３のドライエッチングのために、エッ
チングガスとしてはフッ素（Ｆ）系列のガスと塩素（Ｃｌ２）ガスが使用される。例えば
、フッ素（Ｆ）系列のガスとしては、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスが使用されることがで
きる。この際、六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスは約１：０．５～約１
：１．５程度の組成比で混合され使用される。
【００５３】
　図１３を参照すると、フォトレジストパターン１６０をエッチングマスクとして利用し
て第２金属層１５２をドライエッチングする。
【００５４】
　アルミニウム（Ａｌ）で形成された第２金属層１５２のドライエッチングのために、エ
ッチングガスとしては三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスが使用される
。例えば、三塩化ホウ素（ＢＣｌ３）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスは、第２金属層１５２の
みをエッチングするために、約１：８～約１：１２程度の組成比で混合され使用される。
【００５５】
　図１４を参照すると、フォトレジストパターン１６０をエッチングマスクとして利用し
て第１金属層１５１と活性層１４０を同時にドライエッチングする。
【００５６】
　モリブデン（Ｍｏ）で形成された第１金属層１５１とａ－Ｓｉ及びｎ＋ａ－Ｓｉで形成
された活性層１４０を同時にドライエッチングするために、エッチングガスとしてはフッ
素（Ｆ）系列のガスと塩素（Ｃｌ２）ガスが使用される。例えば、フッ素（Ｆ）系列のガ
スとしては六フッ化硫黄（ＳＦ６）ガスが使用されることができる。この際、六フッ化硫
黄（ＳＦ６）ガスと塩素（Ｃｌ２）ガスは、約１：５～約１：７程度の組成比で混合され
使用される。このように、モリブデン（Ｍｏ）で形成された第１金属層１５１のみをエッ
チングする場合に対して塩素（Ｃｌ２）ガスの組成比率を高めることにより、第１金属層
１５１と活性層１４０を同時にドライエッチングすることが可能になる。
【００５７】
　このように、第１金属層１５１と活性層１４０を同時にドライエッチングすることによ
り、工程を単純化させ、工程マージンを増加させてチャンネルが開く現象を完全に除去す
ることができる。
【００５８】
　一方、第１金属層１５１と活性層１４０を同時にドライエッチングする途中に、フォト
レジストパターン１６０のチャンネル形成領域に対応する部分がオープンされ第３金属層
１５３が同時にエッチングされる。
【００５９】
　場合によっては、チャンネル形成領域にフォトレジストが残存することがあるので、チ
ャンネル形成領域に残存するフォトレジストを完全に除去するために、アッシング工程を
更に進行することができる。
【００６０】
　図１５を参照すると、フォトレジストパターン１６０をエッチングマスクとして利用し
てチャンネル形成領域の第２金属層１５２及び第１金属層１５１をドライエッチングする
。
【００６１】
　チャンネル形成領域の第２金属層１５２及び第１金属層１５１をドライエッチングする
工程は、図９に説明したように、１回のドライエッチングで第２金属層１５２及び第１金
属層１５１を同時にドライエッチングするか、第２金属層１５２及び第１金属層１５１を
それぞれドライエッチングする工程で進行されることができる。
【００６２】
　以後、チャンネル形成領域のオーミックコンタクト層１４４をエッチングすると、ソー
ス電極１５７とドレイン電極１５８との間のチャンネル層１４２が露出され薄膜トランジ
スタＴＦＴのチャンネルが形成される。
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【００６３】
　以後の製造工程は、図１０及び図１１に図示されたものと同じなので、これらの図と関
連する詳細な説明は省略する。
【００６４】
　このような薄膜トランジスタ基板の製造方法によると、低抵抗配線のために、Ｍｏ／Ａ
ｌ／Ｍｏ三層膜構造で形成されたデータ用金属膜の全てのエッチング工程をドライエッチ
ング工程で進行することにより、ウェットエッチングによって発生した配線幅増加等の問
題点を改善し、製造工程を単純化させることができる。
【００６５】
　又、アルミニウムと下部モリブデンを同時にドライエッチングするか、下部モリブデン
と活性層を同時にドライエッチングすることにより、製造工程をより単純化させ、工程マ
ージンを増加させてチャンネルが開く現象を防止することができる。
【００６６】
　以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明
が属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れる
ことなく、本発明を修正または変更できる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明は、薄膜トランジスタ基板の製造方法に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の実施例によって製造された薄膜トランジスタ基板を示す平面図である。
【図２】図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である。
【図３】図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である。
【図４】図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である。
【図５】図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である。
【図６】図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である。
【図７】図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である。
【図８】図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である。
【図９】図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である。
【図１０】図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である。
【図１１】図１に図示された薄膜トランジスタ基板の製造過程を示す工程図である。
【図１２】他の実施例によるデータ用金属膜のエッチング過程を示す工程図である。
【図１３】他の実施例によるデータ用金属膜のエッチング過程を示す工程図である。
【図１４】他の実施例によるデータ用金属膜のエッチング過程を示す工程図である。
【図１５】他の実施例によるデータ用金属膜のエッチング過程を示す工程図である。
【符号の説明】
【００６９】
１１０　基板、
１２２　ゲートライン、
１２４　ゲート電極、
１３０　ゲート絶縁層、
１４０　活性層、
１４２　チャンネル層、
１４４　オーミックコンタクト層、
１５０　データ用金属膜、
１５１　第１金属層、
１５２　第２金属層、
１５３　第３金属層、
１５５　データライン、
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１５７　ソース電極、
１５８　ドレイン電極、
１６０　第１フォトレジストパターン、
１６２　第２フォトレジストパターン、
１７０　保護膜、
１８０　画素電極。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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